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１８９１８９  気づいてあげて  気づいてあげて
そのそのサインサイン

教育委員が決まりました
　11月２日付で、教育委員に小林美香氏
が就任しました。任期は４年です。

新しい選挙管理委員が決まりました
　10月28日付で、選挙管理委員に石井勉
氏、稲永壽廣氏、栗田俊之氏、大田伸一
氏が任命されました。いずれも任期は４
年です。

社会全体で児童虐待を防止しましょう
　児童虐待の防止等に関する法律では、「親の子どもへの体罰禁止」などが
盛り込まれています。また、子どもへの虐待・その他の疑いを発見した場
合は、相談機関に通告することが法律で義務付けられています。子ども家
庭総合支援センターでは、「すべての子どもの健やかな成育を切れ目なく
支援するための、子ども・家庭、地域の子育て機能の総合支援拠点」を基
本方針に掲げ、子どもの最善の利益を最優先とし、児童虐待の未然防止・
早期発見に努めています。

子育てに迷い・いらだち・不安を抱えていませんか
　怒らない自分でいたい・子どもと良い関係を作りたいという気持ちがあ
るのに、「イライラして子どもに当たっては、後悔を繰り返している」「子
どもがかわいいと思えない」「子育てがうまくいかず、自分を責めている」
ということはありませんか。悩みがあるときは、自分の気持ちを伝えるこ
とや、解決の手立てを考えることが大切です。一人で悩まずにご相談くだ
さい。

みなさんの周りに心配な親子はいませんか
　周りの方の「どうしたの？」「困っていることはない？」の一言が、支援の
きっかけになります。また、直接声をかけられなくても、「もしかして？」
という思いを一人で抱えるのは大変です。そのようなときは、匿名で構い
ませんので、迷わず相談窓口にご連絡ください。
▶相談窓口
● 子ども家庭総合支援センター…子どもなんでも相談☎0120－925－610
(24時間)

●児童相談所虐待対応ダイヤル…☎189(24時間、一部のIP電話は使用不可)
●  LINE相談「親子のための相談LINE」…右記二次元コード
から登録(平日９時～23時、土曜・日曜・祝日は17時ま
で)

※緊急の場合は、110番通報をお願いします。※このほ
か、各健康福祉センター・各福祉課・各児童館などでも、
子どもに関する相談を受け付けています。

心理的虐待
●無視する・脅迫する
●拒否的な態度をとる
● 子どもの前で夫
婦げんかをする　
など

性的虐待
●  子どもへ性的行為をする・性的
行為を見せる

● 子どもをポルノグラフィー(性
的表現を含む作
品)の被写体に
する　など

ネグレクト(育児放棄)
●衣・食・住の世話をしない
● 病気・けがでも病院に連れて行
かない

● 乳幼児を置いた
まま外出する・
車の中に放置す
る　など

※家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる
子ども・若者(ヤングケアラー)も、その子ども・若者自身の権利が侵害さ
れている可能性があります。

身体的虐待
●  殴る・蹴る・たたく・首を絞め
るなどの暴力をふるう

●激しく揺さぶる
●戸外に締め出す
　など

解決策を一緒に考えます
　子ども家庭総合支援センターでは、児童虐待の通告だけではなく、子育
てに関する相談も受け付けています。児童福祉司・児童心理司などの専門
職員が、親・子どものつらい状況をどのように解決していくかを一緒に考
えます。また、必要なサービスを提供し、適切な相談機関を紹介します。
相談の秘密は守られますので、安心してご相談ください。

「子どもへの虐待」とは

子ども家庭総合支援センター支援課相談支援係☎5944－2373問　合

11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン月間

令和６年第４回区議会定例会の開会予定
区議会事務局議事係☎3579－2702

会議日程
● 11月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
19日㈫　告示、議会運営委員会
27日㈬・28日㈭　本会議（一般質問）
● 12月‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２日㈪　企画総務・区民環境・健康福祉委員会
３日㈫　都市建設・文教児童委員会
６日㈮　議会運営委員会
９日㈪　 ブランド戦略推進調査特別委員会、介護

支援調査特別委員会

10日㈫　 災害対策調査特別委員会、ゼロカーボン
シティ推進調査特別委員会

12日㈭　議会運営委員会
13日㈮　本会議
※10時から（議会運営委員会は13時から）。※本定
例会中に審査を希望する請願・陳情の提出は、11
月18日㈪15時まで受付。
インターネット中継を行います
　本会議のインターネット中継（生中継・録画配
信）は、区ホームページでご覧になれます。

１８９１８９  気づいてあげて  気づいてあげて
そのそのサインサイン 　子育て中は、どなたでもイライラしたり、子どもと向き合う　子育て中は、どなたでもイライラしたり、子どもと向き合う

ことがつらくなったりすることがあります。児童虐待を防ぐたことがつらくなったりすることがあります。児童虐待を防ぐた
めには、周囲の支援が必要となりますので、みなさんのご協力めには、周囲の支援が必要となりますので、みなさんのご協力
をお願いします。をお願いします。

いち はや く

※オレンジリボン…児童虐待防止のシンボル


